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目
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(
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二
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公
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○
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改
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定
款
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変
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認
可

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

二
三
九

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中｢

岐
阜
県
公
報
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ｣

を｢

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用｣

に
、｢

行
な
う｣

を｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

す
べ
て｣

を｢

全
て｣

に
、｢

行
な
う｣

を｢

行
う｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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